
●事務事業整理表

（単位：千円）

所 管 課 名 予算事業名 №
事 業
区 分

事 務 事 業 （ 業 務 ） 名 事 業 目 的 対 象 者 主 な 内 容 総 事 業 費 総合評価 今後の方向性

健康づくり
支援課

母子保健指
導

1 ① 利用者支援事業（母子保健型）

妊娠期から子育て期にわたる様々な相談
に母子保健コーディネーター（保健師・
助産師）が応じ、妊産婦等の心身の不調
や育児不安を軽減する。

市民（妊産婦及び
小学校就学前の子
どもを持つ保護
者）

・母子保健に関する相談に応じ、情報提
供や関係機関と連携を図る
・母子保健や育児に関する教室の開催 29,159 A 継続

2 ① 産前・産後サポート事業

妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに
関する悩み等について、子育て経験者等
による相談支援を行い、妊産婦等の孤立
感の解消を図る。

市民（妊産婦及び1
歳未満の児を持つ
その家族）

・子育て経験者等による相談や情報交換
の場の提供により相談支援を行う。

10,019 A 継続

3 ① 産後ケア事業

母子に対して、心身のケアや育児サポー
ト等を行い、産後も安心して子育てがで
きる支援体制を確保する。

市民（生後４か月
までの児とその母
親）

・母子に対する保健指導及び授乳指導
・母親の休養
・育児に関する指導や育児サポート等 8,845 A 継続

4 ① 健康相談事業

乳幼児の健康増進のため、保護者等から
の相談に応じ必要な支援を行い、保護者
の育児不安の解消を図る。

市民（小学校就学
前の子どもを持つ
保護者）

・乳幼児相談
・発育・発達に関する相談
・電話・来所相談 35,191 A 継続

5 ① 乳幼児健診未受診等育児支援訪問事業

乳幼児健診未受診世帯等に対して、その
状況を把握し、受診勧奨や育児支援を行
い、児童虐待を予防・育児不安の軽減に
より、乳幼児の発育発達を支援する。

市民（乳幼児健診
の未受診世帯等）

・電話・面接・家庭訪問

8,709 A 継続

6 ① こんにちは赤ちゃん訪問事業

生後4か月までの乳児のいるすべての家
庭を訪問し、様々な悩みや不安を聞き、
子育て支援に関する情報提供等を行うこ
とで、乳児と産婦の健全な育成を図る。

市民（生後4か月ま
での乳児のいる家
庭）

・子育てに関する相談、情報提供
・関係機関との連携
・養育環境の把握 29,366 A 継続

7 ① 長期療養児等育児教室

長期療養児等を持つ保護者同士の交流の
場を確保し、育児不安の軽減を図る。

市民（長期療養児
等を持つ保護者）

同じ悩みを持つ保護者の交流会

7,971 B 改善

8 ① 母子健康手帳等の交付

妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠・出
産の経過や子どもの健診記録等の成長記
録となる母子健康手帳を交付する。 市民（妊娠届出を

行った妊婦）

・母子健康手帳等を交付する
・妊婦の状況を把握し、必要時相談等支
援を行う 7,839 A 継続

母子健康診
査

1 ④ 妊婦健康診査

妊婦に対して、妊婦一般健康診査等を実
施することにより、妊娠高血圧症候群等
の異常を早期に発見し、適切な援助を講
じ妊婦の健康保持増進を図る。

市民（妊娠届出を
行った妊婦）

妊婦一般健康診査１４回、HBｓ抗原検
査、HCV抗体検査、子宮頸がん検査、
超音波検査、HIV抗体検査等 225,723 A 継続

2 ① 乳幼児健康診査

乳幼児を対象に身体発育・精神発達の両
眼から健診を行い、子どもの健全育成を
図るとともに、保護者の育児不安の解消
を図る。

市民（４か月～６
か月未満、１歳６
か月～２歳未満、
３歳３か月～４歳
未満の児）

問診、計測、診察、個別相談等
（１歳６か月児・３歳児健康診査では歯
科健診も実施）
従事者：医師、保健師、看護師、栄養士
等

46,438 A 継続

成人保健指
導

1 ① 成人健康相談

健康に関して不安を取り除き、日常生活
の見直しを支援する。

市民（成人）

保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士等
による健康相談

3,834 A 継続
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2 ① 成人健康教育

生活習慣病の予防その他の健康に関する
ことについて、正しい知識の普及を図る
ことにより、自らが健康を守るという認
識と自覚を持ち、健康の保持増進が図れ
るよう支援する。

市民（18歳以上）

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、歯科
衛生士、栄養士等による講話と実技

6,420 A 継続

歯科保健対
策

1 ① 幼児のむし歯予防推進事業

市内私立保育園、幼稚園並びに市立保育
園の希望する施設を対象としたフッ化物
洗口事業や啓発事業を通して、母子歯科
保健分野の基盤整備の推進を図る。

市民（幼児及び保
護者等）

・希望する市内保育施設等の5歳児を対
象に、フッ化物洗口、歯科保健指導、研
修会等を実施
・乳幼児健診時におけるリーフレット、
絵本の配布等

6,290 A 継続

2 ① 障害者（児）歯科保健事業

社会福祉施設等における歯科健診及び歯
科保健指導等を通して、障害者（児）歯
科保健事業の基盤整備の推進を図る。 市民（障害者及び

介助者等）

・市内社会福祉施設等に対する歯科健康
診査、歯科保健指導、研修会の実施
・個別の歯科相談（電話・訪問）
・イベント等における事業の普及・啓発

7,308 A 継続

3 ① 歯科口腔保健推進関係会議

歯科口腔保健の推進に関する条例並びに
健康かわごえ推進プラン（歯科口腔保健
計画）の推進、進捗管理を行う。 事業者等

・川越市歯科口腔保健推進連絡会議の開
催

858 A 継続

4 ① 歯科口腔保健の周知・啓発

歯と口の健康に関する周知啓発を図ると
ともに、健康の保持増進に寄与する。

市民

・歯ッピーフェスティバル等のイベント
における歯と口の健康に関する普及啓発
・啓発リーフレットの作成、配布
・広報誌等への記事掲載

1,159 A 継続

5 ① 母子歯科保健事業

歯科疾患の予防、母子歯科口腔保健に対
する意識の高揚を図る。

市民

・妊産婦歯科健診
・２歳児親子歯科健診
・離乳食教室
・おやつと歯みがき教室
・歯と口の健康に関する出前講座

5,057 A 継続

6 ① 成人歯科保健事業

歯科疾患の予防、成人歯科口腔保健に対
する意識の高揚を図る。

市民

・成人歯科健診
・歯と口の健康に関する出前講座

735 A 継続

保健推進員
活動

1 ① 保健推進員及び協力員の育成支援

市民の自主的な健康づくりを促し、地域
に根ざした健康づくりの推進を図る。

保健推進員
及び協力員

・研修会及び会議開催
・市の健康づくり事業への従事協力
・活動支援 9,361 A 継続

2 ① 保健推進員協議会の活動支援

保健推進員協議会の活動の支援を図る。

保健推進員

・保健推進員協議会補助金の交付

702 A 継続

健康づくり
支援

1 ① 健康かわごえ推進プランの策定及び推進

健康かわごえ推進プランの策定及び推進
（進捗管理）を図る。

市民

・健康かわごえ推進プランの策定
（川越市健康づくり推進協議会会議の開
催） 12,213 A 継続

2 ① 健康づくりイベント等の開催

健康かわごえ推進プランに基づいた健康
づくりに関するイベント等の推進を図
る。 市民

・川越市健康まつりの開催
・ラジオ体操講習会の開催
・健康マイレージ事業 12,991 A 継続
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3 ① 健康づくりの啓発

健康に関する正しい知識の啓発を図る。

市民

・広報誌等への記事掲載
・チラシ、ポスター等の作成、配布
・啓発ビデオ、DVD等の貸し出し 7,758 A 継続

4 ① 地区担当保健師活動

地区の特性を生かした健康づくりの推進
を図る。

市民

・よろず健康相談
・依頼事業
・子育てサロンにおける健康相談、講話 23,400 A 継続

5 ① 薬と健康の週間事業の推進

医薬品に対する信頼と保健衛生の維持向
上を目的とした、薬と健康の週間事業を
推進する。 川越市薬剤師会

・薬と健康の習慣事業補助金の交付

472 A 継続

6 ① 食生活改善推進員協議会の活動支援

市民の栄養及び食生活の改善を推進する
ため。

川越市食生活改善
推進員協議会

・食生活改善推進員補助金の交付

427 A 継続

栄養改善対
策

1 ① 食育教室

ライフステージに応じた食生活について
学ぶ。

市民

・離乳食について
・幼児の食生活について
・妊娠期の食生活について
・生活習慣病予防の食生活について
・健康になるための料理教室

3,852 A 継続

2 ① 食育の周知・啓発

栄養・食生活に関する普及・啓発を図
る。

市民

・啓発リーフレット等の作成、配布
・広報誌等への記事掲載

4,188 A 継続

3 ① 栄養関係団体の育成支援

栄養関係団体の育成や活動支援により、
地域における知識の普及や食生活の改善
を促す。

食生活改善推進員
協議会
地域活動栄養士Ｐ
ＦＣの会 等

研修会の開催、活動支援等

3,326 A 継続

4 ④ 給食施設指導

給食施設利用者の栄養を確保し、健康の
保持・増進を図る。

市内給食施設

・巡回指導
・研修会の開催
・個別相談等 1,631 A 継続

5 ④ 食品製造者指導事業

食品表示法、健康増進法に基づいた正し
い情報を提供し、消費者の栄養の改善や
健康増進を図る。 市内事業者、市民

栄養成分表示、健康の保持増進効果等に
ついての虚偽誇大広告の相談

1,577 A 継続

6 ④
国民健康・栄養調査
（厚生労働省委託事業）

国民の健康の増進の総合的な推進を図る
ための基礎資料を得る。 市民（厚生労働省

より指定された地
区）

調査の実施、集計、報告等

2,664 A 継続


